
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
の
申
請
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
件 
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廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
環
境
省
令

第
二
十
八
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
の
申
請

に
関
し
必
要
な
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。 

海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
の
申
請
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件 

第
１
．
趣
旨 

こ
の
告
示
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
45
年
法
律
第
136
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
海
洋
施
設
廃

棄
の
許
可
の
申
請
手
続
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
で
あ
る
。 

こ
の
告
示
は
、
海
洋
環
境
に
関
す
る
今
後
の
科
学
的
知
見
の
充
実
又
は
海

洋
環
境
の
保
全
に
関
す
る
国
際
的
な
動
向
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
見

直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
２
．
許
可
申
請
書
の
記
載
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

１ 

申
請
者
の
記
載
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

法
第
43
条
の
２
第
１
項
の
海
洋
施
設
を
海
洋
に
捨
て
よ
う
と
す
る
者

（
以
下
「
海
洋
施
設
廃
棄
許
可
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
海
洋
施

設
を
廃
棄
す
る
事
業
者
（
以
下
「
廃
棄
事
業
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

ま
た
、
代
理
人
に
よ
る
許
可
申
請
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
許
可
申
請
書

に
、
委
任
状
そ
の
他
の
代
理
権
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の
写
し
を

添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

海
洋
施
設
廃
棄
許
可
申
請
者
が
事
業
者
を
構
成
員
と
す
る
団
体
で
法
人

格
を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
の
法
人
格
を
有
し
な
い
社
団
又
は
財
団
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
許
可
申
請
書
に
、
当
該
団
体
の
構
成
員
及
び
代
表

者
又
は
管
理
人
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
規
約
、
会
則
そ
の
他
の
当
該
団

体
の
活
動
内
容
等
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

海
洋
に
捨
て
よ
う
と
す
る
海
洋
施
設
の
概
要
の
記
載
に
当
た
っ
て
の
留

意
事
項 

法
第
43
条
の
２
第
２
項
第
２
号
に
基
づ
き
許
可
申
請
書
に
記
載
す
る

海
洋
に
捨
て
よ
う
と
す
る
海
洋
施
設
の
概
要
は
、
法
第
18
条
の
３
に
基

づ
い
て
し
た
当
該
海
洋
施
設
の
設
置
の
届
出
の
内
容
に
従
い
、
海
洋
施
設

の
名
称
、
用
途
、
設
置
位
置
及
び
規
模
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

海
洋
施
設
の
廃
棄
に
関
す
る
実
施
計
画
に
係
る
事
項
の
記
載
に
当
た
っ

て
の
留
意
事
項 

(1) 

海
洋
施
設
の
廃
棄
の
時
期 

当
該
海
洋
施
設
を
廃
止
す
る
時
期
及
び
当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
の
時

期
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
際
、
廃
棄
の
時
期
は
最
長
で
も
６

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

(2) 
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域 

廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
17
年
環



境
省
令
第
28
号
。
以
下
「
許
可
省
令
」
と
い
う
。
）
第
12
条
第
２
項

第
２
号
に
基
づ
き
同
省
令
第
13
条
第
１
号
の
規
定
に
従
い
定
め
た
当

該
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
を
、
緯
度
及
び
経
度
に
よ
り
示
す
こ
と
等
に

よ
り
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
許
可
省
令
第

12
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
位

置
及
び
範
囲
を
示
す
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

(3) 

海
洋
施
設
の
廃
棄
方
法 

許
可
省
令
第
12
条
第
２
項
第
３
号
に
基
づ
き
同
省
令
第
13
条
第
２

号
の
規
定
に
従
い
定
め
た
当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
方
法
に
つ
い
て
、
次

の
 1)
か
ら
 3)
ま
で
に
掲
げ
る
海
洋
施
設
の
廃
棄
方
法
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
 1)
か
ら
 3)
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
図
面
を
用
い
る
な

ど
適
宜
の
方
法
に
よ
り
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

1) 

海
洋
施
設
の
う
ち
海
面
上
に
存
す
る
主
要
な
設
備
部
分
等
（
以

下
「
上
載
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
及
び
上
載
設
備
等
を
支
持

す
る
構
造
物
（
以
下
「
架
台
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
大
部
分

を
陸
上
に
撤
去
し
、
架
台
等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
を
残
置

す
る
場
合 

こ
の
際
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
中
に
残
油
等
そ
の
他
の
浮
上
す

る
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
埋
設
等
の
適
切

な
手
段
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
自
体
が
浮

上
又
は
移
動
す
る
可
能
性
が
な
い
こ
と
並
び
に
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施

設
が
船
舶
航
行
の
安
全
の
支
障
と
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
す

る
。 

２） 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
を
陸
上
に
撤
去
し
、
架

台
等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
全
部
又
は
大
部
分
を
残
置
せ

ず
に
海
洋
に
捨
て
る
場
合 

こ
の
際
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
中
に
残
油
等
そ
の
他
の
浮
上
す

る
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
廃
棄
さ
れ
る
海

洋
施
設
の
水
中
重
量
等
か
ら
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
自
体
が
浮
上
又

は
移
動
す
る
可
能
性
が
な
い
こ
と
並
び
に
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
が

船
舶
航
行
の
安
全
の
支
障
と
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
す
る
。 

３） 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
又
は
一
部
を
海
洋
に
捨

て
る
場
合 

こ
の
際
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
中
に
残
油
等
そ
の
他
の
浮
上
す

る
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
廃
棄
さ
れ
る
海

洋
施
設
の
水
中
重
量
等
か
ら
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
自
体
が
浮
上
又

は
移
動
す
る
可
能
性
が
な
い
こ
と
並
び
に
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
が

船
舶
航
行
の
安
全
の
支
障
と
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
す
る
。 

な
お
、
上
載
設
備
等
の
全
部
又
は
一
部
を
撤
去
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
理
由
及
び
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
内
容
物
の
漏
洩
等
が
生

じ
な
い
よ
う
に
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
示
す
も
の
と
す
る
。 

４ 

海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
に
関
す
る
計
画
に
係
る
事

項
の
記
載
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

(1) 
監
視
項
目
及
び
監
視
の
方
法 

第
４
．
１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
視
項
目
及
び
当
該
監
視
項

目
に
係
る
監
視
の
方
法
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
監



視
項
目
は
、
次
の
 1)
及
び
 2)
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

1) 

海
洋
施
設
廃
棄
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項 

① 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
の
実
績 

② 
実
際
に
廃
棄
を
実
施
し
た
時
期
（
年
月
日
又
は
期
間
） 

２） 

海
域
の
汚
染
状
況
に
関
す
る
事
項 

(2) 

監
視
の
実
施
時
期
及
び
実
施
頻
度 

第
４
．
２
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
視
項
目
ご
と
に
監
視
の
実

施
時
期
及
び
実
施
頻
度
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
３
．
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
の
記
載
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

１ 

海
洋
に
捨
て
る
以
外
に
適
切
な
処
分
の
方
法
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
説
明
す
る
書
類
の
記
載
に
お
け
る
留
意
事
項 

当
該
書
類
に
は
、
海
洋
に
捨
て
る
以
外
に
適
切
な
処
分
の
方
法
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
(1)
及
び
(2)
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
際
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量

の
最
小
化
（
上
載
設
備
等
の
再
利
用
及
び
陸
上
で
の
処
分
等
を
含
む
。
）

を
図
っ
て
い
る
こ
と
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

な
お
、
海
洋
施
設
の
全
部
又
は
一
部
を
海
洋
に
捨
て
る
場
合
に
は
、
海

洋
に
捨
て
る
場
合
及
び
陸
上
に
撤
去
す
る
場
合
の
海
洋
環
境
へ
の
影
響
を

定
性
的
に
比
較
し
、
海
洋
に
捨
て
る
場
合
の
ほ
う
が
海
洋
環
境
保
全
の
見

地
か
ら
よ
り
適
切
で
あ
る
こ
と
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

(1) 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
の
最
小
化
に
関
す
る
取
組 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
有
効
利
用
（
再
資
源
化
等
及
び
再
活
用
を

含
む
。
）
等
、
上
載
設
備
等
、
架
台
等
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
撤
去

さ
れ
る
海
洋
施
設
全
体
に
関
し
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
を
削
減

す
る
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
当
該
取

組
に
よ
る
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
の
削
減
効
果
が
分
か
る
よ
う
に

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
国
内
外
で
実
用
化
さ
れ
て
い
る
既
知
の
海
洋

施
設
の
有
効
利
用
等
に
関
す
る
技
術
又
は
手
法
（
以
下
「
有
効
利
用
技

術
等
」
と
い
う
。
）
又
は
申
請
し
て
い
る
許
可
期
間
内
に
実
用
化
が
見

込
ま
れ
る
有
効
利
用
技
術
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
採
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。 

(2) 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
の
見
通
し
等 

(1)
の
取
組
の
結
果
を
踏
ま
え
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
有
効
利

用
等
を
最
大
限
行
っ
て
も
海
洋
に
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
量
を
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

海
洋
施
設
を
海
洋
に
捨
て
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
以
下
「
事
前
評
価
書
」
と
い
う
。
）
の
記
載
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項 

事
前
評
価
書
に
は
、
海
洋
施
設
を
海
洋
に
捨
て
る
こ
と
が
海
洋
環
境
に

及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
（
以
下
「
事

前
評
価
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
次
の
(1)
か

ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る
海
洋
施
設
の
廃
棄
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
(1)

か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

(1) 
海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
及
び
架
台
等
の
全
部
又
は

大
部
分
を
陸
上
に
撤
去
し
、
架
台
等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
を



残
置
す
る
場
合 

1) 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性 

① 

海
洋
施
設
の
特
性
に
関
し
把
握
す
べ
き
情
報 

海
洋
施
設
の
特
性
に
関
し
、
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
情

報
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

ア 

当
該
海
洋
施
設
の
主
要
な
材
質
及
び
構
造
、
塗
装
、
防
食
陽

極
等 

イ 

当
該
海
洋
施
設
の
大
き
さ
（
径
、
長
さ
、
容
積
、
重
量
等
） 

ウ 

当
該
海
洋
施
設
を
廃
棄
す
る
際
の
状
態
（
密
閉
方
法
、
固
定

の
状
態
、
残
置
パ
イ
ル
の
打
ち
込
み
の
深
さ
等
） 

エ 

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
後
に
浮
遊
又
は
移
動
を
生
じ
さ
せ
な

い
た
め
の
措
置
及
び
根
拠
等 

オ 

当
該
海
洋
施
設
の
運
用
期
間
中
に
生
じ
た
事
象 

② 

把
握
の
方
法 

①
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
海
洋
施
設
廃
棄
許
可
申
請
者
が
有
す

る
知
見
、
最
新
の
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
を
収
集
す
る

こ
と
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門

家
そ
の
他
の
当
該
情
報
に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
聴
取

し
、
又
は
当
該
海
洋
施
設
に
係
る
試
料
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に

よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性
の
総
括 

事
前
評
価
書
に
は
、
①
の
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
把

握
し
た
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
情
報

に
基
づ
き
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性
を
総
括
し
、
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

２） 

事
前
評
価
項
目 

海
洋
施
設
の
特
性
並
び
に
許
可
省
令
第
13
条
に
お
い
て
規
定
す

る
廃
棄
海
域
及
び
廃
棄
方
法
に
関
す
る
基
準
に
か
ん
が
み
、
次
の
①

及
び
②
に
掲
げ
る
項
目
を
事
前
評
価
項
目
と
し
、
事
前
評
価
書
に
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。 

① 

生
態
系 

・ 

藻
場
、
干
潟
、
サ
ン
ゴ
群
落
そ
の
他
の
脆
弱
な
生
態
系
の
状

態 

・ 

重
要
な
生
物
種
の
産
卵
場
又
は
生
育
場
そ
の
他
の
海
洋
生
物

の
生
息
又
は
生
育
に
と
っ
て
重
要
な
海
域
の
状
態 

・ 

熱
水
生
態
系
そ
の
他
の
特
殊
な
生
態
系
の
状
態 

② 

海
洋
の
利
用 

・ 

海
水
浴
場
そ
の
他
の
海
洋
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て

の
利
用
状
況 

・ 

海
中
公
園
（
自
然
公
園
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
161
号
）
第

24
条
第
１
項
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
海
中
公
園
地
区
を
い

う
。
以
下
同
じ
）
そ
の
他
の
自
然
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て

設
定
さ
れ
た
区
域
と
し
て
の
利
用
状
況 

・ 

漁
場
と
し
て
の
利
用
状
況 

・ 

主
要
な
航
路
と
し
て
の
利
用
状
況 

・ 
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
、
海
底
資
源
の
探
査
又
は
掘
削
そ
の



他
の
海
底
の
利
用
状
況 

３） 

事
前
評
価
の
実
施 

事
前
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
項
目

ご
と
に
、
当
該
①
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。 

① 
 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
設
定 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
は
、
 2)
に
掲
げ
る
事
前
評
価
項
目

と
同
様
と
し
、
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

② 

自
然
的
条
件
の
現
況
の
把
握 

ア 

海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
い
て
、

海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
事
前
評
価
を
す
る
上
で
必
要
な
次

に
掲
げ
る
自
然
的
条
件
の
現
況
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
事
前

評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

・ 

水
深 

・ 

気
象
及
び
海
象 

イ 

ア
の
自
然
的
条
件
の
現
況
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
事

業
者
の
有
す
る
資
料
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
が

有
す
る
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
の
収
集
、
既
往
の
海

洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又
は
近
傍
の
海
域
で
行
わ
れ
た
他

の
環
境
影
響
評
価
（
法
第
43
条
の
４
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
10
条
の
６
第
３
項
に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
資
料
の
引
用
を
基
本
と

し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門
家
そ
の
他
の
当
該
情
報
に
関
す
る
知

見
を
有
す
る
者
か
ら
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
把
握
す
る
も
の
と

す
る
。 

な
お
、
自
然
的
条
件
の
現
況
に
関
す
る
情
報
に
制
約
が
あ
る

場
合
は
、
対
象
と
な
る
海
域
と
類
似
性
の
あ
る
海
域
に
関
す
る

情
報
に
基
づ
き
対
象
と
な
る
海
域
に
お
け
る
自
然
的
条
件
の
現

況
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
の
把
握 

ア 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
関
し
海
洋
施
設
廃
棄
の
影
響
が

及
ぶ
と
予
測
さ
れ
る
海
域
（
以
下
「
影
響
想
定
海
域
」
と
い

う
。
）
は
廃
棄
海
域
と
し
、
そ
の
近
傍
の
適
切
な
範
囲
で
の
環

境
の
現
況
を
把
握
す
る
。 

イ 

各
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
つ
い
て
、
次
の
ａ
か
ら
ｃ
ま

で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
現
況
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
事

前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

ａ 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
現
況
調
査
の
方
法 

海
洋
施
設
の
う
ち
、
残
置
す
る
部
分
の
現
況
に
つ
い
て
把

握
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
際
、
撤
去
工
事
時
に
お
け
る
記

録
等
の
事
業
者
が
既
に
有
す
る
情
報
に
よ
る
こ
と
を
基
本
と

し
、
必
要
に
応
じ
て
現
地
調
査
等
を
実
施
し
て
把
握
す
る
も

の
と
す
る
。 

ｂ 

海
洋
環
境
の
現
況
調
査
等
の
方
法 

次
に
掲
げ
る
海
域
が
影
響
想
定
海
域
及
び
そ
の
近
傍
に
存

在
す
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
海
洋
環
境
の
現
況
調
査
等
を
実



施
す
る
も
の
と
す
る
。 

・ 

藻
場
、
干
潟
、
サ
ン
ゴ
群
落
等
脆
弱
な
生
態
系
及
び
熱

水
生
態
系
そ
の
他
の
特
殊
な
生
態
系
が
存
在
す
る
海
域 

・ 

重
要
な
生
物
種
の
主
要
な
産
卵
場
、
生
育
場
若
し
く
は

回
遊
経
路
と
し
て
知
ら
れ
た
海
域
又
は
水
産
資
源
保
護
法

（
昭
和
26
年
法
律
第
313
号
）
第
15
条
に
基
づ
き
保
護
水

面
と
し
て
指
定
さ
れ
た
海
域 

・ 

海
水
浴
場
、
海
中
公
園
、
主
要
な
漁
場
、
船
舶
航
行

路
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
設
置
域
、
海
底
資
源
の
存
在
す
る
海

域
等
海
洋
施
設
廃
棄
の
影
響
を
受
け
や
す
い
海
域 

ｃ 

ａ
及
び
ｂ
の
現
況
調
査
の
方
法
に
よ
り
収
集
さ
れ
る
海
洋

環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、

事
業
者
の
有
す
る
資
料
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機

関
が
有
す
る
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
の
収
集
、
既

往
の
海
洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又
は
近
傍
の
海
域
で
行

わ
れ
た
他
の
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
資
料
の

引
用
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門
家
そ
の
他
の
当
該

情
報
に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
の
聴
取
又
は
現
地
調

査
に
よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

な
お
、
影
響
想
定
海
域
に
お
け
る
情
報
に
制
約
が
あ
る
場

合
は
、
影
響
想
定
海
域
と
類
似
性
の
あ
る
海
域
に
関
す
る
情

報
に
基
づ
き
影
響
想
定
海
域
に
お
け
る
海
洋
環
境
影
響
調
査

項
目
の
現
況
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

④ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化

の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
れ
ら
の
予
測
の
方
法 

事
前
評
価
項
目
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
③
に
お

い
て
現
況
の
把
握
を
行
っ
た
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化
の
及
ぶ
範
囲
を
予
測
し
、
そ
の
結

果
を
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

ア 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
設
置
以
降
の
事
象
に
よ
り
、
事
前

評
価
項
目
と
し
た
生
態
系
又
は
海
洋
の
利
用
に
対
し
て
生
じ
た

影
響
の
解
析 

イ 

同
種
又
は
類
似
の
既
往
の
海
洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又

は
解
析 

⑤ 

海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
の
分
析
及
び
事
前
評
価 

④
の
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該

変
化
の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
れ
ら
の
予
測
の
結
果
を
踏
ま
え
、
海

洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
分
析
し
、
事
前
評
価
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

(2) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
を
陸
上
に
撤
去
し
、
架
台

等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
全
部
又
は
大
部
分
を
残
置
せ
ず
に

海
洋
に
捨
て
る
場
合 

1) 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性 

① 
海
洋
施
設
の
特
性
に
関
し
把
握
す
べ
き
情
報 

海
洋
施
設
の
特
性
に
関
し
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
情



報
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

ア 

当
該
海
洋
施
設
の
主
要
な
材
質
及
び
構
造
、
塗
装
、
防
食
陽

極
等 

イ 

当
該
海
洋
施
設
の
大
き
さ
（
径
、
長
さ
、
容
積
、
重
量
等
） 

ウ 
当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
後
に
浮
遊
又
は
移
動
を
生
じ
さ
せ
な

い
た
め
の
措
置
及
び
根
拠
等
。
特
に
、
切
断
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ

ン
等
の
よ
う
な
小
型
の
も
の
を
廃
棄
す
る
場
合
に
は
、
当
該
海

洋
施
設
が
浮
遊
又
は
移
動
を
生
じ
な
い
た
め
の
措
置
及
び
根
拠

等 

② 

把
握
の
方
法 

①
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
海
洋
施
設
廃
棄
許
可
申
請
者
が
有
す

る
知
見
、
最
新
の
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
を
収
集
す
る

こ
と
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門

家
そ
の
他
の
当
該
情
報
に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
聴
取

し
、
又
は
当
該
海
洋
施
設
に
係
る
試
料
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に

よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

海
洋
施
設
の
特
性
の
総
括 

事
前
評
価
書
に
は
、
①
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
把

握
し
た
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
情
報

に
基
づ
き
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性
を
総
括
し
、
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

２） 

事
前
評
価
項
目 

海
洋
施
設
の
特
性
並
び
に
許
可
省
令
第
13
条
に
お
い
て
規
定
す

る
廃
棄
海
域
及
び
廃
棄
方
法
に
関
す
る
基
準
に
か
ん
が
み
、
次
の
①

か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
項
目
を
事
前
評
価
項
目
と
し
、
事
前
評
価
書

に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

① 

水
環
境 

・ 

有
害
物
質
等
に
よ
る
海
水
の
汚
れ
（
た
だ
し
、
廃
棄
さ
れ
る

海
洋
施
設
に
殺
生
物
性
の
あ
る
防
汚
塗
装
が
用
い
ら
れ
て
い
る

場
合
に
限
る
。
） 

② 

海
底
環
境 

・ 

底
質
の
粒
径
組
成 

・ 

底
質
の
有
機
物
質
の
量 

・ 

有
害
物
質
等
に
よ
る
底
質
の
汚
れ
（
た
だ
し
、
廃
棄
さ
れ
る

海
洋
施
設
に
殺
生
物
性
の
あ
る
防
汚
塗
装
が
用
い
ら
れ
て
い
る

場
合
に
限
る
。
） 

・ 

海
底
地
形 

③ 

海
洋
生
物 

・ 

付
着
生
物
を
含
む
底
生
生
物
の
生
息
状
況
（
廃
棄
海
域
に
お

い
て
付
着
生
物
の
生
息
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
廃
棄
す
る
海
洋
施
設
に
付
着
し
て
い
る
生
物
相
） 

・ 

有
害
物
質
等
に
よ
る
廃
棄
海
域
の
代
表
的
な
魚
類
及
び
底
生

生
物
の
汚
染
（
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
に
殺
生
物
性
の
あ
る
防

汚
塗
装
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
の
、
当
該
防
汚
塗
装
に
含
ま

れ
る
生
物
蓄
積
性
を
有
す
る
成
分
に
よ
る
汚
染
に
限
る
。
） 

④ 
生
態
系 



・ 

藻
場
、
干
潟
、
サ
ン
ゴ
群
落
そ
の
他
の
脆
弱
な
生
態
系
の
状

態
。
た
だ
し
、
廃
棄
海
域
の
水
深
等
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
が

存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
事
前
評
価
項
目
か

ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
。 

・ 
重
要
な
生
物
種
の
産
卵
場
又
は
生
育
場
そ
の
他
の
海
洋
生
物

の
生
息
又
は
生
育
に
と
っ
て
重
要
な
海
域
の
状
態 

・ 

熱
水
生
態
系
そ
の
他
の
特
殊
な
生
態
系
の
状
態 

⑤ 

海
洋
の
利
用 

・ 

海
水
浴
場
そ
の
他
の
海
洋
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て

の
利
用
状
況
。
た
だ
し
、
廃
棄
海
域
の
水
深
等
に
か
ん
が
み
、

こ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
事
前
評

価
項
目
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
。 

・ 

海
中
公
園
そ
の
他
の
自
然
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
設
定

さ
れ
た
区
域
と
し
て
の
利
用
状
況
。
た
だ
し
、
廃
棄
海
域
の
水

深
等
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な

場
合
に
は
事
前
評
価
項
目
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
。 

・ 

漁
場
と
し
て
の
利
用
状
況 

・ 

主
要
な
航
路
と
し
て
の
利
用
状
況 

・ 

海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
、
海
底
資
源
の
探
査
又
は
掘
削
そ
の

他
の
海
底
の
利
用
状
況 

３） 

事
前
評
価
の
実
施 

事
前
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
項
目

ご
と
に
、
当
該
①
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。 

① 
 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
設
定 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
は
、
 2)
に
掲
げ
る
事
前
評
価
項
目

と
同
様
と
し
、
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

② 

自
然
的
条
件
の
現
況
の
把
握 

ア 

海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
い
て
、

海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
事
前
評
価
を
す
る
上
で
必
要
な
次

に
掲
げ
る
自
然
的
条
件
の
現
況
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
事
前

評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

・ 

水
深 

・ 

流
況 

・ 

気
象
及
び
海
象 

イ 

ア
の
自
然
的
条
件
の
現
況
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
事

業
者
の
有
す
る
資
料
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
が

有
す
る
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
の
収
集
、
既
往
の
海

洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又
は
近
傍
の
海
域
で
行
わ
れ
た
他

の
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
資
料
の
引
用
を
基
本

と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門
家
そ
の
他
の
当
該
情
報
に
関
す
る

知
見
を
有
す
る
者
か
ら
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
把
握
す
る
も
の

と
す
る
。 

な
お
、
自
然
的
条
件
の
現
況
に
関
す
る
情
報
に
制
約
が
あ
る

場
合
は
、
対
象
と
な
る
海
域
と
類
似
性
の
あ
る
海
域
に
関
す
る

情
報
に
基
づ
き
対
象
と
な
る
海
域
に
お
け
る
自
然
的
条
件
の
現



況
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
の
把
握 

ア 

②
に
お
い
て
把
握
し
た
自
然
的
条
件
に
基
づ
き
、
影
響
想
定

海
域
を
設
定
す
る
。 

イ 
各
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の

ａ
か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
現
況
を
把
握
し
、
そ

の
結
果
を
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

ａ 

水
環
境
に
関
す
る
項
目
及
び
海
底
環
境
に
関
す
る
項
目 

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
き
、
影
響
想
定
海
域
の
内
外
に
お

い
て
、
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
事
前
評
価
を
す
る
上
で

適
切
か
つ
効
果
的
な
複
数
の
測
点
を
設
定
し
、
適
当
な
指
標

を
用
い
て
現
況
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

ｂ 

海
洋
生
物
に
関
す
る
項
目
、
生
態
系
に
関
す
る
項
目
及
び

海
洋
の
利
用
に
関
す
る
項
目 

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
き
、
海
洋
生
物
の
種
類
及
び
数

量
、
海
洋
生
物
の
生
息
又
は
生
育
に
と
っ
て
重
要
な
海
域
の

存
在
範
囲
そ
の
他
の
影
響
想
定
海
域
内
の
現
況
を
把
握
す

る
。 

ｃ 

ａ
及
び
ｂ
の
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
に
関
す
る

情
報
に
つ
い
て
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
が

有
す
る
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
の
収
集
、
既
往
の

海
洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又
は
近
傍
の
海
域
で
行
わ
れ

た
他
の
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
資
料
の
引
用

を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門
家
そ
の
他
の
当
該
情
報

に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
の
聴
取
又
は
現
地
調
査
に

よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

ま
た
、
季
節
に
よ
る
変
動
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
適
切
に
把
握
で
き
る
よ
う
調
査
の
時
期
を
設
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

な
お
、
影
響
想
定
海
域
に
お
け
る
情
報
に
制
約
が
あ
る
場

合
は
、
影
響
想
定
海
域
と
類
似
性
の
あ
る
海
域
に
関
す
る
情

報
に
基
づ
き
影
響
想
定
海
域
に
お
け
る
海
洋
環
境
影
響
調
査

項
目
の
現
況
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

④ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化

の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
れ
ら
の
予
測
の
方
法 

影
響
想
定
海
域
の
設
定
の
方
法
及
び
そ
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
③
に
お
い
て
現
況
の
把
握
を
行
っ
た
海
洋
環
境
影

響
調
査
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
ア
か
ら
エ

ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化
の
及

ぶ
範
囲
を
予
測
し
、
そ
の
結
果
を
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。 

ア 

同
種
又
は
類
似
の
既
往
の
海
洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又

は
解
析 

イ 

海
洋
施
設
の
撤
去
前
に
お
け
る
設
置
場
所
の
海
洋
環
境
の
解

析 
ウ 
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
が
有
す
る
調
査
研
究
の



成
果
そ
の
他
の
資
料
の
引
用
又
は
解
析 

エ 

予
測
モ
デ
ル
に
よ
る
数
理
計
算
又
は
水
理
模
型
を
用
い
た
実

験 な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の

程
度
及
び
当
該
変
化
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
定

量
的
に
予
測
す
る
も
の
と
す
る
。 

ま
た
、
予
測
の
時
期
は
、
影
響
の
持
続
す
る
期
間
等
を
踏
ま

え
、
影
響
が
最
大
と
な
る
時
期
そ
の
他
の
適
切
な
時
期
を
選
ぶ
も

の
と
す
る
。 

⑤ 

海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
の
分
析
及
び
事
前
評
価 

④
の
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該

変
化
の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
れ
ら
の
予
測
の
結
果
を
踏
ま
え
、
海

洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
分
析
し
、
事
前
評
価
を

行
う
も
の
と
す
る
。 

(3) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
又
は
一
部
を
海
洋
に
捨
て

る
場
合 

1) 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性 

① 

海
洋
施
設
の
特
性
に
関
し
把
握
す
べ
き
情
報 

海
洋
施
設
の
特
性
に
関
し
、
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
情

報
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

ア 

当
該
海
洋
施
設
の
主
要
な
材
質
と
構
造
、
塗
装
、
防
食
陽
極

等 

イ 

当
該
海
洋
施
設
の
特
徴
を
適
切
に
表
現
す
る
大
き
さ
（
径
、

長
さ
、
容
積
、
重
量
等
） 

ウ 

上
載
設
備
等
の
う
ち
、
海
洋
に
廃
棄
さ
れ
る
施
設
及
び
機
材

等
の
詳
細
。
そ
れ
ら
の
中
に
油
や
化
学
物
質
等
が
残
さ
れ
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
、
量
（
容
積
又
は
重
量
）
及
び
そ

の
有
害
性
。
た
だ
し
、
廃
棄
後
長
時
間
が
経
過
し
て
自
然
劣
化

に
伴
う
漏
洩
が
生
じ
た
時
点
で
も
有
害
性
が
大
き
い
と
判
断
さ

れ
る
物
質
を
含
む
も
の
は
、
許
可
省
令
第
１
３
条
第
２
号
の
規

定
に
よ
り
、
海
洋
に
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。 

エ 

当
該
海
洋
施
設
が
廃
棄
後
に
浮
遊
又
は
移
動
を
生
じ
な
い
た

め
の
措
置
及
び
根
拠
等
。
特
に
、
同
時
に
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施

設
や
機
材
等
か
ら
内
容
物
が
漏
洩
し
な
い
よ
う
に
講
ず
る
措
置

及
び
切
断
し
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
よ
う
な
小
型
の
も
の
を
廃

棄
す
る
場
合
に
は
、
浮
遊
又
は
移
動
を
生
じ
な
い
た
め
の
措
置

及
び
そ
の
根
拠
等 

オ 

当
該
海
洋
施
設
の
運
用
期
間
中
に
生
じ
た
事
象 

② 

把
握
の
方
法 

①
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
海
洋
施
設
廃
棄
許
可
申
請
者
が
有
す

る
知
見
、
最
新
の
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
を
収
集
す
る

こ
と
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門

家
そ
の
他
の
当
該
情
報
に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
聴
取

し
、
又
は
当
該
海
洋
施
設
に
係
る
試
料
の
分
析
等
を
行
う
こ
と
に

よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 



③ 

海
洋
施
設
の
特
性
の
総
括 

事
前
評
価
書
に
は
、
①
の
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
を
把

握
し
た
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
情
報

に
基
づ
き
、
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
特
性
を
総
括
し
、
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

２） 

事
前
評
価
項
目
の
選
定 

海
洋
施
設
の
特
性
並
び
に
許
可
省
令
第
13
条
に
お
い
て
規
定
す

る
廃
棄
海
域
及
び
廃
棄
方
法
に
関
す
る
基
準
に
か
ん
が
み
、
次
の
①

か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
事
前
評
価
項
目
と
し
、
事
前
評
価
書

に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

① 

水
環
境 

・ 

有
害
物
質
等
に
よ
る
海
水
の
汚
れ
（
た
だ
し
、
廃
棄
さ
れ
る

海
洋
施
設
又
は
機
材
の
内
容
物
に
係
る
有
害
物
質
及
び
殺
生
物

性
の
あ
る
防
汚
塗
装
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

② 

海
底
環
境 

・ 

底
質
の
粒
径
組
成 

・ 

底
質
の
有
機
物
質
の
量 

・ 

有
害
物
質
等
に
よ
る
底
質
の
汚
れ
（
た
だ
し
、
廃
棄
さ
れ
る

海
洋
施
設
又
は
機
材
の
内
容
物
に
係
る
有
害
物
質
及
び
殺
生
物

性
の
あ
る
防
汚
塗
装
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

・ 

海
底
地
形 

③ 

海
洋
生
物 

・ 

付
着
生
物
を
含
む
底
生
生
物
の
生
息
状
況
（
廃
棄
海
域
に
お

い
て
付
着
生
物
の
生
息
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
廃
棄
す
る
海
洋
施
設
に
付
着
し
て
い
る
生
物
相
） 

・ 

有
害
物
質
等
に
よ
る
廃
棄
海
域
の
代
表
的
な
魚
類
及
び
底
生

生
物
の
汚
染
（
廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
に
殺
生
物
性
の
あ
る
防

汚
塗
装
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
又
は
廃
棄
さ
れ
る
機
材
等

の
内
容
物
に
有
害
物
質
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
の
、
当
該
防

汚
塗
装
又
は
有
害
物
質
に
含
ま
れ
る
生
物
蓄
積
性
を
有
す
る
成

分
に
よ
る
汚
染
に
限
る
。
） 

④ 

生
態
系 

・ 

藻
場
、
干
潟
、
サ
ン
ゴ
群
落
そ
の
他
脆
弱
な
生
態
系
の
状

態
。
た
だ
し
、
廃
棄
海
域
の
水
深
等
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
が

存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
事
前
評
価
項
目
か
ら

外
す
こ
と
が
で
き
る
。 

・ 

重
要
な
生
物
種
の
産
卵
場
又
は
生
育
場
そ
の
他
の
海
洋
生
物

の
生
息
又
は
生
育
に
と
っ
て
重
要
な
海
域
の
状
態 

・ 

熱
水
生
態
系
そ
の
他
の
特
殊
な
生
態
系
の
状
態 

⑤ 

海
洋
の
利
用
に
関
す
る
項
目 

・ 

海
水
浴
場
そ
の
他
の
海
洋
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て

の
利
用
状
況
。
た
だ
し
、
廃
棄
海
域
の
水
深
等
に
か
ん
が
み
、

こ
れ
ら
の
場
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
事
前

評
価
項
目
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
。 

・ 

海
中
公
園
そ
の
他
の
自
然
環
境
の
保
全
を
目
的
と
し
て
設
定

さ
れ
た
区
域
と
し
て
の
利
用
状
況
。
た
だ
し
、
廃
棄
海
域
の
水



深
等
に
か
ん
が
み
、
こ
れ
ら
の
場
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら

か
な
場
合
に
は
事
前
評
価
項
目
か
ら
外
す
こ
と
が
で
き
る
。 

・ 

漁
場
と
し
て
の
利
用
状
況 

・ 

主
要
な
航
路
と
し
て
の
利
用
状
況 

・ 
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
、
海
底
資
源
の
探
査
又
は
掘
削
そ
の

他
の
海
底
の
利
用
状
況 

３） 

事
前
評
価
の
実
施 

事
前
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
項
目

ご
と
に
、
当
該
①
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。 

① 
 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
設
定 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
は
、
 2)
に
掲
げ
る
事
前
評
価
項
目

と
同
様
と
し
、
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

② 

自
然
的
条
件
の
現
況
の
把
握 

ア 

海
洋
施
設
の
廃
棄
海
域
及
び
そ
の
周
辺
の
海
域
に
お
い
て
、

海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
事
前
評
価
を
す
る
上
で
必
要
な
次

に
掲
げ
る
自
然
的
条
件
の
現
況
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
を
事
前

評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

・ 

水
深 

・ 

流
況 

・ 

気
象
及
び
海
象 

イ 

ア
の
自
然
的
条
件
の
現
況
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
事

業
者
の
有
す
る
資
料
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
が

有
す
る
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
の
収
集
、
既
往
の
海

洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又
は
近
傍
の
海
域
で
行
わ
れ
た
他

の
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
資
料
の
引
用
を
基
本

と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門
家
そ
の
他
の
当
該
情
報
に
関
す
る

知
見
を
有
す
る
者
か
ら
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
把
握
す
る
も
の

と
す
る
。 

な
お
、
自
然
的
条
件
の
現
況
に
関
す
る
情
報
に
制
約
が
あ
る

場
合
は
、
対
象
と
な
る
海
域
と
類
似
性
の
あ
る
海
域
に
関
す
る

情
報
に
基
づ
き
対
象
と
な
る
海
域
に
お
け
る
自
然
的
条
件
の
現

況
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
の
把
握 

ア 

②
に
お
い
て
把
握
し
た
自
然
的
条
件
に
基
づ
き
、
影
響
想
定

海
域
を
設
定
す
る
。 

イ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
ａ

か
ら
ｃ
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
現
況
を
把
握
し
、
そ
の

結
果
を
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

ａ 

水
環
境
に
関
す
る
項
目
及
び
海
底
環
境
に
関
す
る
項
目 

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
き
、
影
響
想
定
海
域
の
内
外
に
お

い
て
、
海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
事
前
評
価
を
す
る
上
で

適
切
か
つ
効
果
的
な
複
数
の
測
点
を
設
定
し
、
適
当
な
指
標

を
用
い
て
現
況
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

ｂ 

海
洋
生
物
に
関
す
る
項
目
、
生
態
系
に
関
す
る
項
目
及
び

海
洋
の
利
用
に
関
す
る
項
目 



そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
き
、
海
洋
生
物
の
種
類
及
び
数

量
、
海
洋
生
物
の
生
息
又
は
生
育
に
と
っ
て
重
要
な
海
域
の

存
在
範
囲
そ
の
他
の
影
響
想
定
海
域
内
の
状
況
を
把
握
す

る
。 

ｃ 
ａ
及
び
ｂ
の
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
に
関
す
る

情
報
に
つ
い
て
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
が

有
す
る
調
査
研
究
の
成
果
そ
の
他
の
資
料
の
収
集
、
既
往
の

海
洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又
は
近
傍
の
海
域
で
行
わ
れ

た
他
の
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
資
料
の
引
用

を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
専
門
家
そ
の
他
の
当
該
情
報

に
関
す
る
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
の
聴
取
又
は
現
地
調
査
に

よ
り
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

ま
た
、
季
節
に
よ
る
変
動
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
適
切
に
把
握
で
き
る
よ
う
調
査
の
時
期
を
設
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

な
お
、
影
響
想
定
海
域
に
お
け
る
情
報
に
制
約
が
あ
る
場

合
は
、
影
響
想
定
海
域
と
類
似
性
の
あ
る
海
域
に
関
す
る
情

報
に
基
づ
き
影
響
想
定
海
域
に
お
け
る
海
洋
環
境
影
響
調
査

項
目
の
現
況
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

④ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化

の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
れ
ら
の
予
測
の
方
法 

影
響
想
定
海
域
の
設
定
の
方
法
及
び
そ
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
③
に
お
い
て
現
況
の
把
握
を
行
っ
た
海
洋
環
境
影

響
調
査
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
ア
か
ら
エ

ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
化
の
程
度
及
び
当
該
変
化
の
及

ぶ
範
囲
を
予
測
し
、
そ
の
結
果
を
事
前
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。 

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の

程
度
及
び
当
該
変
化
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
定

量
的
に
予
測
す
る
も
の
と
す
る
。 

ま
た
、
予
測
の
時
期
は
、
影
響
の
持
続
す
る
期
間
等
を
踏
ま

え
、
影
響
が
最
大
と
な
る
時
期
そ
の
他
の
適
切
な
時
期
を
選
ぶ
も

の
と
す
る
。 

ア 

同
種
又
は
類
似
の
既
往
の
海
洋
施
設
廃
棄
の
事
例
の
引
用
又

は
解
析 

イ 

海
洋
施
設
の
撤
去
前
に
お
け
る
設
置
場
所
の
海
洋
環
境
の
解

析 

ウ 

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
機
関
が
有
す
る
調
査
研
究
の

成
果
そ
の
他
の
資
料
の
引
用
又
は
解
析 

エ 

予
測
モ
デ
ル
に
よ
る
数
理
計
算
又
は
水
理
模
型
を
用
い
た
実

験 

⑤ 

海
洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
の
分
析
及
び
事
前
評
価 

④
の
海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
に
係
る
変
化
の
程
度
及
び
当
該

変
化
の
及
ぶ
範
囲
並
び
に
そ
れ
ら
の
予
測
の
結
果
を
踏
ま
え
、
海

洋
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
に
つ
い
て
分
析
し
、
事
前
評
価
を

行
う
も
の
と
す
る
。 



第
４
．
廃
棄
海
域
の
汚
染
状
況
の
監
視
に
関
す
る
留
意
事
項 

１ 

監
視
項
目
に
係
る
監
視
の
方
法
に
つ
い
て 

監
視
項
目
に
係
る
監
視
の
方
法
は
、
次
の
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ
る

海
洋
施
設
の
廃
棄
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。 

(1) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
及
び
架
台
等
の
全
部
又
は

大
部
分
を
陸
上
に
撤
去
し
、
架
台
等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
を

残
置
す
る
場
合 

1) 

廃
棄
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
の
確
認
に
係
る
監
視
方
法
に

つ
い
て 

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
係
る
作
業
の
記
録
等
に
基
づ
き
、
次
に

掲
げ
る
点
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。 

・ 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
の
実
績 

・ 

実
際
に
廃
棄
を
実
施
し
た
時
期
（
年
月
日
又
は
期
間
） 

２） 

海
域
の
状
況
に
係
る
監
視
方
法
に
つ
い
て 

事
前
評
価
を
実
施
す
る
際
に
設
定
し
現
況
の
把
握
を
行
っ
た
海
洋

環
境
影
響
調
査
項
目
に
関
し
、
当
該
把
握
し
た
現
況
か
ら
の
変
化
が

生
じ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
り
変
化
の
程
度
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

・ 

廃
棄
海
域
に
係
る
状
況
の
目
視
、
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
そ
の
他

の
方
法
に
よ
る
確
認 

・ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
を
把
握
す
る
際
に
用
い
た
資

料
の
継
続
的
な
収
集 

・ 

専
門
家
そ
の
他
の
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
の
聴
取 

(2) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
を
陸
上
に
撤
去
し
、
架
台

等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
全
部
又
は
大
部
分
を
残
置
せ
ず
に

海
洋
に
捨
て
る
場
合 

1) 

廃
棄
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
の
確
認
に
係
る
監
視
方
法
に

つ
い
て 

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
係
る
作
業
の
記
録
等
に
基
づ
き
、
次
に

掲
げ
る
点
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。 

・ 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
の
実
績 

・ 

実
際
に
廃
棄
を
実
施
し
た
時
期
（
年
月
日
又
は
期
間
） 

２） 

海
域
の
状
況
に
係
る
監
視
方
法
に
つ
い
て 

事
前
評
価
を
実
施
す
る
際
に
設
定
し
現
況
の
把
握
を
行
っ
た
海
洋

環
境
影
響
調
査
項
目
に
関
し
、
当
該
把
握
し
た
現
況
か
ら
の
変
化
が

生
じ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
り
変
化
の
程
度
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

・ 

海
底
の
変
化
、
底
生
生
物
や
付
着
生
物
の
存
在
状
況
等
の
目

視
、
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
確
認 

・ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
を
把
握
す
る
際
に
用
い
た
資

料
の
継
続
的
な
収
集 

・ 

海
水
、
堆
積
物
、
底
生
生
物
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
に
よ
る
確

認 
・ 
専
門
家
そ
の
他
の
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
の
聴
取 

(3) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
又
は
一
部
を
海
洋
に
捨
て



る
場
合 

1) 

廃
棄
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
の
確
認
に
係
る
監
視
方
法
に

つ
い
て 

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
に
係
る
作
業
の
記
録
等
に
基
づ
き
、
次
に

掲
げ
る
点
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。 

・ 

廃
棄
さ
れ
る
海
洋
施
設
の
量
の
実
績 

・ 

実
際
に
廃
棄
を
実
施
し
た
時
期
（
年
月
日
又
は
期
間
） 

2) 

海
域
の
状
況
に
係
る
監
視
方
法
に
つ
い
て 

事
前
評
価
を
実
施
す
る
際
に
設
定
し
現
況
の
把
握
を
行
っ
た
海
洋

環
境
影
響
調
査
項
目
に
関
し
、
当
該
把
握
し
た
現
況
か
ら
変
化
が
生

じ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
変
化
の
程
度
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

・ 

海
底
の
変
化
、
底
生
生
物
や
付
着
生
物
の
存
在
状
況
等
の
目

視
、
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
確
認 

・ 

海
洋
環
境
影
響
調
査
項
目
の
現
況
を
把
握
す
る
際
に
用
い
た
資

料
の
継
続
的
な
収
集 

・ 

海
水
、
堆
積
物
、
底
生
生
物
そ
の
他
の
試
料
の
採
取
に
よ
る
確

認 

・ 

専
門
家
そ
の
他
の
知
見
を
有
す
る
者
か
ら
の
聴
取 

２ 

監
視
の
実
施
時
期
に
つ
い
て 

監
視
項
目
に
係
る
監
視
の
実
施
時
期
は
、
次
の
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に
掲

げ
る
海
洋
施
設
の
廃
棄
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
(1)
か
ら
(3)
ま
で
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

(1) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
及
び
架
台
等
の
全
部
又
は

大
部
分
を
陸
上
に
撤
去
し
、
架
台
等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
を

残
置
す
る
場
合 

1) 

廃
棄
の
実
施
に
関
す
る
事
項
の
確
認
に
係
る
監
視
の
実
施
時
期

に
つ
い
て 

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
の
完
了
後
、
遅
滞
な
く
確
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

２） 

海
域
の
状
況
に
係
る
監
視
の
実
施
時
期
に
つ
い
て 

① 

当
該
海
洋
施
設
の
設
置
後
20
年
以
上
経
過
し
て
か
ら
廃
棄
さ

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
棄
後
３
年
目
（
又
は
４
年
目
以
降
の

適
切
な
時
期
）
に
監
視
を
実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 

② 

当
該
海
洋
施
設
の
設
置
後
20
年
以
上
を
経
過
せ
ず
に
廃
棄
さ

れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
設
置
時
の
設
計
条
件
（
耐
久
性
等
）
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
、
環
境
上
の
問
題
を
生
じ
て
い
な
い
と
す
る

に
適
切
な
廃
棄
後
の
時
期
に
監
視
を
実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
。 

③ 

当
該
海
洋
施
設
の
設
置
以
降
、
経
時
的
に
当
該
海
洋
施
設
の
状

態
及
び
海
洋
環
境
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
が
得
ら
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て
適
切
な
監
視
時
期
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３） 

監
視
結
果
の
報
告
の
時
期
に
つ
い
て 

監
視
を
実
施
し
た
後
、
そ
の
結
果
を
遅
滞
な
く
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。 



(2) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
を
陸
上
に
撤
去
し
、
架
台

等
の
残
部
及
び
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
等
の
全
部
又
は
大
部
分
を
残
置
せ
ず
に

海
洋
に
捨
て
る
場
合 

1) 
廃
棄
の
実
施
に
関
す
る
事
項
の
確
認
に
係
る
監
視
の
実
施
時
期

に
つ
い
て 

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
の
完
了
後
、
遅
滞
な
く
確
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

２） 

海
域
の
状
況
に
係
る
監
視
の
実
施
時
期
に
つ
い
て 

① 

事
前
評
価
に
お
い
て
環
境
へ
の
影
響
が
最
大
と
な
る
と
想
定
さ

れ
る
時
期
あ
る
い
は
物
理
的
な
変
化
が
安
定
す
る
と
想
定
さ
れ
る

時
期
に
監
視
を
実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 

② 

影
響
の
程
度
が
極
め
て
小
さ
く
、
廃
棄
後
速
や
か
に
変
化
が
安

定
す
る
と
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
廃
棄
後
３
年
目

（
又
は
４
年
目
以
降
の
適
切
な
時
期
）
に
監
視
を
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。 

３） 

監
視
結
果
の
報
告
の
時
期
に
つ
い
て 

監
視
を
実
施
し
た
後
、
そ
の
結
果
を
遅
滞
な
く
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。 

(3) 

海
洋
施
設
の
う
ち
上
載
設
備
等
の
全
部
又
は
一
部
を
海
洋
に
捨
て

る
場
合 

1) 

廃
棄
の
実
施
に
関
す
る
事
項
の
確
認
に
係
る
監
視
の
実
施
時
期

に
つ
い
て 

当
該
海
洋
施
設
の
廃
棄
の
完
了
後
、
遅
滞
な
く
確
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

２） 

海
域
の
状
況
に
係
る
監
視
の
実
施
時
期
に
つ
い
て 

① 

事
前
評
価
に
お
い
て
環
境
へ
の
影
響
が
最
大
と
な
る
と
想
定
さ

れ
る
時
期
あ
る
い
は
物
理
的
な
変
化
が
安
定
す
る
と
想
定
さ
れ
る

時
期
に
監
視
を
実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 

② 

影
響
の
程
度
が
極
め
て
小
さ
く
、
廃
棄
後
速
や
か
に
変
化
が
安

定
す
る
と
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
廃
棄
後
３
年
目
（
又
は
４
年

目
以
降
の
適
切
な
時
期
）
に
監
視
を
実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
。 

③ 

上
載
設
備
等
の
施
設
又
は
機
材
の
内
容
物
の
性
状
（
特
に
分
解

速
度
及
び
半
減
期
な
ど
）
に
基
づ
き
、
有
害
性
が
疑
わ
れ
る
期
間

中
は
経
年
的
に
監
視
を
実
施
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。 

３） 

監
視
結
果
の
報
告
の
時
期
に
つ
い
て 

監
視
を
実
施
し
た
後
、
そ
の
結
果
を
遅
滞
な
く
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。 


